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第１４回江府町農業委員会総会会議録 

 

招集年月日 令和６年８月９日（金） 

招 集 場 所 江府町役場１階防災会議室 

 

開   会 午前９時３０分    会長宣言 

 

出席 農業委員（９人）・農地利用最適化推進委員（４人） 

                 ７番  船越 征子 

２番  森谷  雄     ８番  本高 善久 

３番  松本 良史     ９番  遠藤  功 

４番  加藤 直行    １０番  山本 信男 

５番  長尾  保    １１番  宇田川 保 

 

     千藤  誠         竹内  求 

     川上 幸惠         見山  收 

      

 

 欠席 農業委員（２人）・農地利用最適化推進委員（１人） 

  １番  大岩  徹 

６番  高津 孝司 

    浦部 明郎 

 

   職員及び関係者 局  長 西岡 浩治 

 

 

１．議長は本日の議事日程を下記のとおり報告した｡ 

 

第１号議案 農用地利用集積等促進計画（案）について 

第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

２．議事についての記録は末尾のとおり｡ 

 

開   議  午前９時３０分 

 

会議録署名委員の決定 

議長、会議に先立ち下記のとおり署名委員を指名する。 

 

        ８番委員 本高 善久     ９番委員 遠藤  功 
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事務局： 失礼いたします。定刻より少し早いですが、出席を予定せれている方が全員そろって

おりますので、第１４回江府町農業委員会総会を開会したいと思います。日程に従いま

して進めさせて頂きます。日程の２番でございます。農業委員会憲章の唱和ということ

で、本日は川上推進委員さんの独唱によりお願いしたいと思います。皆さんご起立をお

願いします。 

 

川 上： 憲章唱和 

 

事務局： ありがとうございました。ご着席ください。続きまして日程３番でございます。会長

あいさつ、よろしくお願いします。 

 

会 長： 皆さん改めておはようございます。今年は７月初旬から猛烈な熱波に見舞われ、７月

は西日本で統計開始以来最も気温が高かったとのことです。この状況下日中の草刈は基

より日常の体調管理にも十分注意が必要です。一方この出来秋米の作柄を心配していま

す。昨年５年産米は著しい高温障害で等級比率、商品化率が低下しました。今年もこの熱

波とカメ虫の発生も散見されております。現在の米市場では品薄感と価格上昇が伝えら

れており、今年６年産米の概算金額が相応に期待できる状況にあって再び高温障害によ

る等級比率等の低下が発生しないことを願っております。次にマスコミ等で報道されて

いるとおり金融資本市場が大混乱の状況にあります。日経平均株価が７月１１日、４２，

０００円台の史上最高値を付けた後、８月５日、４，４５１円の大暴落、翌日には逆に

３，２１７円の大暴騰となるなど現在も波乱の展開となっています。円ドル為替も７月

３日に１ドル１６１．９９円から８月５日には１４１．６６円と僅か１ヶ月でほぼ２０

円も円高が一挙にすすみました。相場変動の基本的要因はアメリカの景気減速が主要因

で、同時にアメリカの政策金利の引下げに対し、国内日銀の金融政策は従来のゼロ金利

政策超金融緩和策の転換による政策金利を０．２５％とするなど、日米政策金利の金利

差縮小が急速な円高の原因とされています。これらの金融市場の動向が現在の国内の物

価高による消費の低迷など、私ども家計の節約志向に今後どのような影響を及ぼすのか、

また農業物の生産費及び販売価格等への影響度合いについても今後注視することが必要

かと考えます。次に本町において１６年ぶりの町長選挙が実施され現職が３選を果たさ

れました。本町は少子高齢化、人口減少が急速に進むとともに、農業を中心とする産業基

盤の劣化と特に若者の雇用の場の喪失が著しい状況にあります。今後向かう４年間の町

政を担われるにあたって基本は住民目線の町政の推進であろうかと考えます。特に私ど

も農業分野においては当農業委員会とも良く連携協調いただくと共に、日々汗して働く

農業者の皆様の声なき声にも耳を澄まし農業者の利益になる今日的施策と将来を展望で

きる農業施策の展開を心から期待したいと存じます。以上３点とりとめのないお話にな

りましたが、冒頭のご挨拶に代えさせていただきます。 

 

議 長： それでは総会審議に入らせていただきます。出席確認です。本日は大岩委員、高津委

員、浦部推進委員３名が欠席でございますが、委員会会議規則第５条により委員定数の

過半数に達しておりますので、本総会は成立していることを報告します。次に議事録署

名委員の指名です。署名委員を議長が指名することにご異議ございませんか。 
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委 員： 異議なし（全員） 

 

議 長： ありがとうございます。それでは議事録署名委員に議席番号８番、本高委員、議席番

号９番、遠藤委員にお願いしたいと思います。なお会議書記は事務局を指名します。それ

では日程に沿って進めさせていただきますが、本日は報告事項がございませんので議事

に入らせていただきます。議案第１号、農用地利用集積等促進計画（案）につきまして、

事務局より提案説明をお願いします。 

 

事務局： 失礼いたします。資料の２ページをご覧ください、議案第１号、農用地利用集積等促

進計画（案）について、別添農用地利用集積等促進計画（案）について、意見決定にあた

り審議を求めると言う事で提出をさせていただきました。はぐっていただいて３ページ

に農用地利用集積等促進計画（案）を掲載しております。農地番号が１１番までございま

すが、申請された方は３名でございます。借受をされる方は２名となっております。順番

に説明をして行きます。１番から４番、貸付契約名義人は○○○にお住いの○○○○さ

んです。土地が大字○○字○○と字○○○○にございます。字○○は△△△△番、△△△

△番でございます。字○○○○は△△△△番△と△△△△番△と言う事で、何れも地目

は○でございまして、作付けは○○でございます。面積はそれぞれ△△△㎡、△△△㎡、

△△△㎡、△△△㎡と言う事です。農振区分は○でございまして、契約期間が令和△年△

△月△日から令和△△年△月△△日までの△年間でございます。賃借料につきましは○

○でございます。借受経営体は○○にお住いの○○○○さんでございます。続きまして

５番から９番でございます。貸出契約名義人は○○にお住いの○○○○さんでございま

す。土地は大字○○字○○○△△△△番、△△△△番、△△△△番、△△△△番、△△△

△番の５筆でございます。何れも地目は○でございまして、作付けは○○でございます。

面積はそれぞれ△，△△△㎡、△，△△△㎡、△，△△△㎡、△，△△△㎡、△，△△△

㎡でございます。５筆共農振区分は○でございまして、期間は令和△年△△月△日から

令和△△年△月△△日までの△年間としております。賃借料につきましては○○でござ

います。こちらの方の借受経営体も○○にお住いの○○○○でございます。続きまして

１０番、１１番でございます。貸出契約名義人は〇〇〇〇○にお住いの〇〇〇〇〇さん、

土地は大字○○字○○○△△△△番、△△△△番でございます。何れも地目は○でござ

いまして、作付けは○○でございます。面積はそれぞれ△，△△△㎡、△，△△△㎡でご

ざいまして、農振区分は○でございます。契約期間は令和△年△△月△日から令和△△

年△月△△日までの△年間でございます。こちらも賃借料は○○でございます。借受経

営体は○○にお住いの〇〇〇〇さんでございます。 

 

議 長： はい、以上提案をいただきました。それでは担当委員の補足説明をお願いしたいと思

います。農地番号１番から９番、土地に一部○○がございますが受け手が○○の方です

ので、遠藤委員さんよろしいでしょうか。 

 

遠 藤： はい、そうしますと５ページを見て頂きたいと思います。○○○に向かって上がった

ところになります。右手に折れますと○○○○と言うところでございます。左手に赤く
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塗ってありますのが○○と言うところでございます。耕作者である○○○○さんと言う

方は現在○○○に住んでおられます。この２筆につきましては以前から○○○○さんが

耕作をしておられます。この度正式に利用権を設定されたと言うところでございます。

６ページになりますけども、町道○○○○線の○○○川の袋側と言う事で大字○○にな

っております。耕作者でありました○○○さんが○○○○後継者であります○○○○さ

んと言う方がおられますが、体力的に無理だと言う事で、今年から○○○○さんが作ら

れると言うところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長： ありがとうございます。それでは農地番号１０番、１１番は○○地区ですので船越委

員よろしくお願いします。 

 

船 越： はい、１０番、１１番ですけども、○○○○○さんになっておりますが、ここは以前

から○○さん利用権設定をして耕作をされていた場所なんですけども、○○○○○に○

○○○の手続きが完了したと言う事で新たに契約が開始されたと言う事です。 

 

議 長： ありがとうございます。それでは質疑に入ります。本件について質問、意見のある方

は挙手をお願いします。ございませんか。それでは質疑を打ち切り採決を取ります。議案

第１号、農用地利用集積等促進計画（案）につきまして、原案賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案どおり決定いたしました。続きまして

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請につきまして提案説明をお願いします。 

 

事務局： はい、８ページをご覧ください。議案第２号、農地法第５条と言う事で、次のとおり、

許可申請があったので審議を求める。農地法第５条の規定による許可申請について、農

地法関係事務処理要領の第４の１の（４）のアの規定により、意見を決定するため審議を

求めると言う事で提出をさせていただきました。申請番号が２９番、３０番とございま

すので２９番について説明をさせて頂きます。所有権移転、有償と言う事で所在地が大

字○○字○○○、地番が△△△番△と△△△番△と言う事で、地目は○でございます。農

振は農振除外地でございます。それぞれの面積は△△△㎡と△△△㎡、２筆合わせて△

△△㎡と言う事になります。△△△番△につきましては、譲渡人と言う事で江府町大字

○○○にお住いの○○○○さんになります。△△△番△については同じく江府町大字○

○○にお住いの○○○○さんと言う事です。譲受人は○○○○○○○○○○になってお

ります。農地転用と言う事で転用理由としましては、各方面に○○○をしている○○○

○△△○を申請地へ集積する○○○として敷地を広げたいと言う事で申請をされており

ます。９ページには農地法第５条の規定による許可申請書を付けております。先ほど説

明をさせていただきました地番と面積等が記載されております。１０ページはその２筆

の位置を示しております。左側の細長い方が○○○○さんの土地で、右側の四角っぽい

方が○○○○さんの土地になります。１１ページには申請地を航空写真で図化したもの
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になります。申請地を赤色で示しております。その他の地域斜線については現在○○○

として活用しているところでございます。１２ページは利用計画図と言う事で、申請地

に○○○を○○すると言う計画でございます。１３ページは△△△番△の平面図でござ

います。こちらの方は既設の桝がございますが、桝に向けて勾配を付けて雨水を流し込

むと言う説明の資料になります。擁壁につきましては１４ページにエル型擁壁を周りに

布設しまして、土砂が流出しない様に、○○○が隣接地に崩れない様に付設すると言う

説明でございます。１５ページにつきましては△△△番△の平面図になります。こちら

の方も敷地内に溜枡を２カ所作りまして、そちらの方に雨水を流し込む勾配を付けて敷

地を造成すると言う考えであります。△△△番△につきましてはエル型擁壁でございま

したが、こちらの方は近くを水路が通っておりますので、１６ページの２と書いてあり

ますけども、長さ△，△△△ｍ、高さ△△△ｍの細長いブロックを周りに布設いたしまし

て、土留めを行うという風な計画でございます。先ほどから申し上げておりますけども、

１７ページには事業計画書と言う事でございます。当該申請地以外の土地で実施できな

い理由としまして、当社の○○○及び○○○の隣接地であり、当社で○○している○○

○○△△○を申請地へ○○する予定であると言う事で、○○することで集中管理ができ

るため、○○○○の効率化を図るには本申請地以外の土地では実施することができない

ためと言う事でございます。近隣農地への影響はどうかと言う事ですが、申請地外周に

エル型擁壁やコンクリートブロック壁を設置し防除をしたい、雨水については浸透桝、

勾配を設けて近隣の水路への流入を防ぎたいと言う事でございます。被害防除計画書に

つきましては１８ページに記載をしております。（１）盛土を行うと言う事でございます

が、高い所では△．△ｍ、低いところで△．△ｍと言うところでございます。（２）につ

いては先ほどから申し上げておりますが、エル型擁壁とコンクリートブロック壁を設け

ると言う事でございます。（３）の雨水排水計画につきましては、既存の浸透桝３ヶ所利

用するとともに、新設の浸透桝を２ヶ所設けると言う事でございます。（５）具体的な被

害防除措置の内容及び被害発生の恐れがない理由としまして、申請地外周にエル型擁壁

やコンクリートブロック壁を設置し、また場内の雨水排水については既設の浸透桝と新

設の浸透桝を設け、周辺の農地や水路への流入を防ぎたいと言う事でございます。今週

の５日、月曜日に申請者であります〇〇〇〇〇〇○○○○さんと担当委員さんと受益者

を代表しまして宇田川委員さんに現地で確認をして頂いたと言う経過でございます。以

上でございます。続きまして８ページに戻って頂きまして申請番号３０番、所有権移転、

有償、所在地が大字○○字○○○○△△△△番△、地目は○で、農振は農振地域外でござ

いまして△△△㎡でございます。譲渡人は江府町大字○○にお住いの○○○○さんでご

ざいます。○○さん本人さんはご不自由で○○○○○○○○○○○○と言う事で○○○

が付いておられます。譲受人は江府町大字○○にお住いの○○○○さんと言う事でござ

います。同じく転用でございまして○○○整備をしたいと言う事で提出をさせていただ

きました。１９ページをご覧ください。こちらの方に農地法第５条の規定による許可申

請書を付けております。場所につきましては２０ページに赤色で示しております。○○

○○の家が〇〇〇〇邸でございますが、その間に自己所有の○がございまして、その隣

に赤色で示してあるところが○○○○さん所有の農地になります。２１ページには水路

の図面を付けております。水路が走っておりますけども、山本委員さんとも話をしまし

たら今は使っていないと言う事で、矢印の小さいものは○○○○川が流れておりますけ
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ども、そちらにありました青線が護岸工事のために布設替えをされて、○と申請地の間

に水路がありますが付替えをされたと言う事で水路の形は残っておりますが、その下に

それを利用する田んぼや畑残ってないと言う事でございます。辺りの農地につきまして

は他の水路を利用していると言う様な状況でございます。２２ページには申請地をどの

様に利用するかと言う事で配置図を書いております。小型車を△台ほど置ける様にした

いと言う事でございます。その土地の造成については、勾配を付けてその水路には流れ

ない様に尾乃上原川に向かって流れる様に造成するという、そのような形に持って行く

と言う事で聞いております。２３ページにおきましては事業計画書と言う事で掲載をさ

せていただいております。事業目的は○○○整備でございます。事業の必要性、事業を行

う理由としまして、現在△台の○○を所有しているが△台の〇〇〇〇○○がないと言う

事で、将来的にもう△台増車して△台になるため○○○を確保したいと言う事での申請

です。工事については令和△年△△月から令和△年△月の間に実施したいと言う事でご

ざいます。２４ページにつきましては被害防除計画と言う事で書いております。○○○

の敷地についてはそのままの現状で利用すると言う事で、多少の造成があるかもしれま

せんけども現状のままの利用を考えていると言う事でございます。被害防除措置と言う

事でそのままの利用を考えていると言う事でございました。雨水については○○○○川

の方に流水をさせると言う事で、自然流下と言う事で記載しております。放流先も道路

側溝と○○○○川に放流すると言う事でございます。○○○として考えるので汚水は発

生しないと言う事で計画をしております。周辺に農地が見当たりませんので被害が生じ

る恐れはないのではないかと言う考えでその他として申請をされております。以上でご

ざいます。 

 

議 長： はい、以上提案説明を頂きました。本議案は２つの申請案件でありますので、まず申

請番号２９番の議論の上次に進めたいと思います。２９番につきましては○○の案件で、

先ほど説明があった様に宇田川委員さんにも現地等確認を頂いております。ただ〇〇〇

〇○○案件の５条転用は今までいろいろ問題があって、下流域の水田所有者との利害が

反すると非常にデリケートな案件が多かったものでございますので、その辺を踏まえて

宇田川委員さんより補足説明をお願いしたらと思いますが、よろしくお願いします。 

 

宇田川： 会長が言われた様にこれで△回目ですか、大きくなっていく○○と言う事で良いんで

すけども、○○○が△台入ったと言う事でかなり○○○のスペースが大きくなりました。

縦に細長い方は谷底になっていまして、所有者の方も作れないと言う様な事で前に一緒

に買ってもらえないかと言う話があったんですけども、実際にはお金の都合がつかない

ので今回までになったと言う、それからもう一方の方は農地の使用はしていたんですけ

ど、今回従業員の○○○と言う事で申請が出たんです。水路も見て回っていますけども、

○○から混水の水路は田んぼを作る時だけ日野川よりの下の方の田んぼはこちらから取

る様にしていますので、田んぼを作らない時には田んぼの水路には流れていません、大

雨が降った時も入らないようにするのでその期間は問題ないんですけども、田んぼを耕

作する期間だけは集中豪雨があったりすると、○○○○の○を含んだ水が入ってくる可

能性があると言う事でいろんな話をしまして、○○さんと田んぼの持ち主とも私を中心

として話したんですけども、先ほど会長も言われた様に○○も大事だし働く人も大事だ
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し、とにかく問題があったらすぐ提起すると言う事で承諾は致しました。以上です。 

 

議 長： ありがとうございました。大変しっかりとした議論を頂いております。それでは本件

について質疑に入りたいと思います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。もとも

と△△△番△は前に宇田川委員さんも今のうちに纏めて取得をされたらどうですか、と

○○さんに問いかけをされておりました。これによって下流域の排水に支障がなければ、

そこら辺の議論はしっかりされておる様ですので、ある面では安心しました。何かご質

問、ご意見はございませんか。無い様ですので次に申請番号３０番、○○地区の申請です

ので、山本委員さん補足説明をお願いできますでしょうか。 

 

山 本： この件につきましては、以前に農振除外の許可を頂いたところでございまして、それ

から日にちもかなり立っておりましたが、計画書が出ておりますけども一部変更がある

様でして、変更がある場合には申請を出してもらわないといけないと言っておりますけ

ども、現地をそのままで使うと言う事ですので、建物を建てるとか下にコンクリ―を張

るとか、と言う事は無いようですので、家と敷地の間に○がありますけどもそこには水

路があります。これは青線ですのでどうしようもないところで、○○○につきましては

条件的なものはないので、そのままで使ってもらえばいいのではないかなという風に思

っております。 

 

議 長： ありがとうございます。それでは質疑に入りたいと思います。質問、意見のある方は

挙手をお願いします。 

 

長 尾： 良いですか。文言の話なんですけど、計画書で現在△台の車両を有しているが△台の

○○スペースがないと書いてありますが、良いのかなと思って。表現を変えられた方が

良いんじゃあないかなと、〇〇〇がないわけではないだろうから。届はしてあるんだろ

うから。 

 

事務局： 〇〇〇〇だったりすると、広い歩道のところに○○られて、周りの評判が悪いそうで

して、○○○○は○○○○がいらないので。 

 

長 尾： 私は知らなかったんですが、○○○○は○○○○は要らないんですか。 

 

事務局： いるにはいるんですけども、○○は○○○○は要らないので。○○に置かれたり○○

に置かれたりするので○○○を確保したいと。 

 

長 尾： ちょっと誤解がありました。この書き方では○○○○とか分かりにくいので、もうち

ょっと書き方を変えた方が良いかなと思いました。 

 

議 長： ありがとうございます。その他いかがでしょうか。その他無いようですので本件につ

いて２案件ですが、同じ議案第２号ですので一括して採決を取らせていただきます。議

案第２号、農地法第５条の規定による許可申請につきまして、原案賛成の方の挙手を求
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めます。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案どおり決定しました。本日の議事は以

上です。それでは日程６のその他について、事務局より一括して説明をお願いします。 

 

事務局： はい、１ページをご覧ください。次回の農業委員会総会につきまして、令和６年９月

１０日火曜日、午前９時からこちらの同じ場所で行いたいと考えております。それから

農地相談会につきまして今月は８月２２日木曜日と言う事で、午後１時３０分から午後

３時３０分と言う事で、役場１階相談室で宇田川委員さんと千藤推進委員さんにお願い

できればと思います。９月につきましては、９月２６日木曜日、午後１じ３０分から午後

３時３０分、役場１階相談室と言う事で、高津委員さんと浦部推進委員さんにお願いで

きればと思います。９月１０日はいかがでしょうか。時間的なところと 

 

議 長： どうでしょうか、農繁期になりますが、９時でよろしいでしょうか。 

 

委 員： はい 

 

議 長： 申し訳ありませんが忙しい時ですけれども、取り敢えずここと言う事で確認させてい

ただきたいと思います。農地相談についてはそれぞれよろしくお願いします。その他あ

りませんか。それでは大変長時間ご審議を頂きましてありがとうございました。以上を

持ちまして８月期の総会を閉じさせいただきます。 
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